
ｂ
ｐ
や

談
ｋ
激
‐
宮
極
か
ザ
（
｛
偽
）

麻
生
国
務
大
臣

上 野
田
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

川

国
務
大
臣

’ ’内 閣
拶

:溺
句

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

’

判
事

＃
１
．

植
村
稔

林

国
務
大
臣

薯

河
野
国
務
大
臣

〃

中
川
国
務
大
良
ｊ
″
脳

石
井
国
務
大
臣
７
隻
伽
隅

齋
藤

１
１
１

↑
世
耕

狸

国
務
大
臣Ｉ

，
１
１
ご
‐
．
Ｉ

国
務
大
臣

ｒ

－ー 司 ■■

義

国
務
大
臣

塗

国
務
大
臣

f
■I■■

吉
野
国
務
大
臣
《
岬
令
酔

霧

小
此
木
国
務
大
臣

垂

梶
山
国
務
大
臣

福
井
国
務
大
長
肌
州
凝

愛
。

職
鳴
山
国
務
大
臣

喝
、

垂

茂
木
国
務
大
臣

小
野
寺
国
務
大
臣
ノ
ノ
／

内
閣
人
第
一
一
ス
号

起案

平
成
琴
一
ｅ
年
八
月
一
（
日

裁
可

平
成
．

‐
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

平
成
年
月
日
施
行

平
成
年
月
日

決
定

平
成
三
。
年
八
月
三

日



１
口
一 口

内 閨’

p

’

へ

九
月
七
日
予
定
）



最高裁人任第1984号

平成30年8月1日

殿内閣総理大臣安倍
垂
日 三

最高裁判所長官大谷直

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。
b

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

オ

うえ むら みのる

(横浜地方裁判所判事） 判事 植村 稔

(発令希望日平成30年9月7日）

』



● 今

0

１
１

屯

1
，

6

4

g p

高等裁判所長官任命資格調 （平成30年9月7日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

札幌高長官

１

横浜地判事 植村 稔 63
■

判事補，検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号，第3号

Mj、

● 申

← ●

● ●

O L

◆－



~司 ’ 裁 判 所

■q■■

中■■

ｰ画

ﾛ■■‐

出
生
地

現
住
所

本
籍

年〃〃 〃 I 〃 〃 I 〃 〃 〃 〃

一
ハ
二

一
、
ロ

ユ
ク
ノ 五

四
五
七

五
五 号○

’

｜
月
一
日
一
事

月

日

事

唖

〃 〃 〃 一

○四 八 四’三四

1 1

一
○
一

一

一

八

〃 〃 一
一
一
一

一
一
一 八一一 一

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

’

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

氏
名

１
１

項

》
つ
え

植昭
和
三
十
年
七
月
二
十
日

村奮法
務
省

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃 〃 〃

庁

閣

み
の
る

稔名



６
巳

。

I

『

４
１
』

裁 判 所

〃 〃

一
ハ
ー
ニ

〃 . 〃 〃 〃 〃 昭
和
六
二

年
号

一
一

■ ■

一
一

一
一

〃

七

〃

1

■

〃

四
月

一
一
一

一

一

七

一
一
一

〃

一

〃 〃

一

日

（
期
間
は
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
）

！

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

■ 凸

（
期
間
は
昭
和
六
十
三
年
三
月
六
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

班
長
）
を
命
ず
る

国
際
経
済
部
国
際
経
済
課
長
補
佐
（
第
一
次
産
品
対
策
企
画

る 国
際
経
済
部
国
際
経
済
課
一
次
産
品
対
策
企
画
班
長
を
免
ず

す
る

国
際
経
済
部
国
際
経
済
課
ガ
ッ
ト
室
国
際
法
規
班
長
に
併
任

る 国
際
経
済
部
国
際
経
済
課
一
次
産
品
対
策
企
画
班
長
を
命
ず

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
に
併
任
す
る

事
項

qg

〃

外
務
省

〃 〃 〃 〃 通
商
産
業
省

庁

名

2丁

植
村
稔



ノ

争
画
●

巳
◆

I

』

8

裁 判 所

〃

九

〃

八

〃

五

〃． 〃 〃

四

0

〃 〃 平
成
元

年
号

四
一
ハ

一
一

〃 〃

L

四

〃 〃

四
月

一 一 一

〃 一
一
一
一

一

〃 〃

一

日
｡

■
〃

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
主
計
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
参
事
官
を
免
じ

。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
参
事
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
参
事
官
を
免
じ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
参
事
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

守

C

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

通
商
産
業
事
務
官
（
通
商
政
策
局
）
の
併
任
を
解
除
す
る

事

項

〃

■

P e

〃 〃 最
高
裁
判
所

●

内

閣

〃 最
高
裁
判
所

内

閣

通
商
産
業
省

庁

名

3丁

植
村
稔



&

す
む
伊

１

●

①

裁 判 所

〃 〃 〃 〃

当一

。
↑
ハ

〃 ． 〃

一

一
一
一

〃

一
一
一

平
成
一
○

年

号

〃 〃 〃

七

〃 一
一
一 四 四

月

〃 〃 〃

五

〃

一 一 一

日

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

●
●

判
事
に
任
命
す
る

、

る 司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
の
併
任
を
解
除
す

補
付
）
）
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
参
事
官
に
併
任
す
る

補
付
）
）
に
併
任
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官

す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
付
）
に
併
任

検
事
一
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
総
務
課
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
総
務
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
主
計
課
長
を
免
じ

事

項

最
高
裁
判
所

〃 〃

申

〃

内
閣

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

､ノ

4丁

植
村

稔



》

夕

色

裁 判 所

〃

一
一

一
一
一

〃 〃 〃 〃 〃

一
一
一
一

〃

一
一
一

k

〃

一
一

○

平
成
一
七

年
号

一
ハ

一
一
一

〃 〃 〃

一 一
一
一

一

月

七

一

一

五

一
一

七

〃
一

一

五 一 一 四

〆

二

八
:日

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
命
ず
る

一

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

蜂
兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

事

項

■ ｡

〃 〃

法
務
省

国
立
国
会
図
書
館

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁

名

5丁

植
村

稔



－5〒1 裁 判 所

| 〃 I〃 年平
成

〃〃 〃 〃 I 〃

二

五

一
一
一
ハ 号

■

〃 〃〃 〃

月
七 五 一

一
一

■

■

〃 〃一
一
ハ

日
九五 八四

兼
ね
て
甲
府
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

兼
ね
て
甲
府
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

卓

’

1

項

内 最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

国
立
国
会
図
書
館

庁 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

植
村閣

名
稔



~ﾃ〒1 裁 判 所

年
〃 〃 〃 〃

一

一

九

一

一

八 号

一
一

〃一
一
一 月一 F＝一一一一一■

一
一
一
一

｜
’

一
一

日
九

ｰ■

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

◆

事

■

■
，
ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
０
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ｉ
Ⅱ

■

頂
〆、庸

蜀
叩

二
潅
隅
毒

侮
」軍
．
｜
限
韓
国

最
高
裁
判
所

最〃 〃 〃

高 庁
裁
判
所

植
村

。
ｒ

誰
ｐ
《

ーつ

曽遥

帳

贈

露
1

1

９

名
稔

一


